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３．会員施設：５１４施設（令和７年11月時点） 全都道府県に所在。

４．会長：白江 浩（社会福祉法人ありのまま舎 理事長）

１．設立年月日：昭和５１年６月２３日

２．活動目的及び主な活動内容：

重度の身体障害者への支援を中心に行う障害者支援施設等を会員とする全国組織。支援を必要と
する障害者のため、障害者施設の使命達成と障害者福祉の向上を図るとともに、全国的連絡調整、
個別支援の実現をめざした施設生活支援と地域生活支援に関する調査・研究、提言を行う。

社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国身体障害者施設協議会の概要

【私たち障害者支援施設がめざすこと】

「障害者の権利に関する条約」の理念を遵守し、総括所見の要請を受けとめ、本会倫理綱領（平成15年
制定、令和６年改定）の３つの基本理念に基づき「利用者」「職員」「事業所（者）」をそれぞれ支援する。

＜全国身障協の基本理念＞
□最も支援を必要とする最後の一人の尊重
利用者の多様化、障害の進行や重度・重複化に対応し、ケアの質を高め、適切なケアを実施する。
※めざす「適切なケア」の指針として、身障協ケアガイドラインを策定。
※「適切なケア」を担保する仕組みとして、身障協認定制度（QOS～身障協が求めるケアの質～）を導入開始。

 □可能性の限りない追求
多職種が連携して、利用者の自己実現を果たすため、24時間365日の支援を行う。

 □共に生きる社会づくり（ケアコミュニティの創造）
施設が培った専門性・経験・技術を地域で役立て、まちづくりに積極的にかかわり、支援拠点・発信拠点となる。
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＜共に生きる社会づくりのイメージ＞
【ケアコミュニティの定義】
誰もが互いを大切に思いあい、誰も排除されない相互関係によるケアに溢れたコミュニティ。

出典： 身障協が考える地域共生社会 ケアコミュニティの実現に向けて－ダイジェスト版－ 3



令和６年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等（概要）

【総論】 ○ 「在り方検討会まとめ」を踏まえ、障害者支援施設に求められる役割等を担えるよう、
取り組みを推進 ➔P.5

【視点１】

予算額の増加、Ｒ６報酬
改定後の総費用額の伸び
の中で、持続可能な制度と
していくための課題等

○ ニーズに基づき必要な障害福祉サービスが提供されることが重要であり、そのために
必要な費用は公的責任として保障されるべき ➔P.6

○ 施設入所支援 ➔P.7
→ ①地域移行の取り組みによる利用者数の減少
②重度化・高齢化により障害支援区分の高い利用者の割合が大きく費用が増加

○ グループホーム ➔P.8
→ 営利法人を中心とする事業所数の増加の影響の検証が必要
①総量規制の検討は必要だが､障害者支援施設からの移行に悪影響を及ぼさないように
②グループホームにおける最重度障害者の受入体制の整備が必要

→ サービスの質評価を強化すべき

【視点２】

Ｒ６報酬改定後における
経営・賃上げ等の状況

○ 全産業との賃金格差の拡大のなかで、人材を確保し、質の高い支援を継続するため、
経年の厳しい状況も踏まえ、処遇改善の抜本的な拡充が必要 ➔P.9

○ 夜勤をはじめとする変則勤務可能な人材の確保や、食材料費・光熱水費等の高騰へ
の対応が課題 ➔P.10

【視点３】

より質の高いサービスを
提供していく上での課題
及び対処方策・評価方法

○ 日中活動の敷地外実施に向けては、施設入所支援の報酬水準の大幅な引上げが
必要 ➔P.11

○ 障害者支援施設における支援の質向上とケアコミュニティ実現に向けて、引き続き不
断の取り組みを図る ➔P.12
→ 虐待ゼロ・身体拘束廃止・権利擁護や意思決定支援
ケアのスキルアップや地域生活支援・地域連携 など
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令和６年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等（詳細版）

【総論】

○ 「障害者の地域生活支援も踏まえた障害者支援施設の在り方に係る検討会 これま

での議論のまとめ」（以下、在り方検討会まとめ）を踏まえ、障害者支援施設に求めら

れる役割等を担えるよう、取り組みを推進する。

出典： 厚生労働省 第48回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 参考資料１ 5



令和６年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等（詳細版）

【視点１】
障害福祉サービス等に係る予算額が、障害者自立支援法の施行時から４倍以上に増
加し、特に令和６年度報酬改定後において総費用額が＋12.1％の伸び（一人あたり総費
用額：＋6.0％、利用者数：＋5.8％）となっている中で、持続可能な制度としていくための
課題及び対処方策

○総費用額の伸びが有意義な支援につながっているかの検証は必要だが、何よりも

ニーズに基づき必要な障害福祉サービスが提供されることが重要であり、そのために

必要な費用は公的責任として保障されるべき。

○予算額が障害者自立支援法の施行時から４倍以上に増加していることについては、

相談支援事業が障害者自立支援法の施行時から広く強化されており、そのことにより、

これまで障害福祉サービスの届かなかった人々が必要なサービスを利用できるように

なったことも背景にあるのではないか。
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令和６年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等（詳細版）

【視点１】
障害福祉サービス等に係る予算額が、障害者自立支援法の施行時から４倍以上に増加し、特に令和６年度報酬改定後において総
費用額が＋12.1％の伸び（一人あたり総費用額：＋6.0％、利用者数：＋5.8％）となっている中で、持続可能な制度としていくための課
題及び対処方策

○施設入所支援については、利用者数は減少傾向であるが、１人当たり費用額が増加

（厚生労働省資料より）

→①地域移行の取り組みによる利用者数の減少、②重度化・高齢化により障害支

援区分の高い利用者の割合が大きく費用が増加していること の影響が考えら

れるのではないか。

→身障協としては引き続き、利用者への専門的支援の強化を図る。

出典： 全国身体障害者施設協議会「令和６年度会員施設基礎調査」（令和７年５月） （回答率91.3％） ほか

令和
６年度

令和
５年度

令和
４年度

令和
３年度

定員平均 53.31人 53.63人 54.56人 54.58人

実利用者数
平均

50.94人 51.14人 52.16人 52.73人

利用者の状況（令和６年度）

区分６ 67.7%

区分５ 20.4%

会員施設における定員、利用者の状況

医療的ケアの実施状況（令和６年度）

人工呼吸器の観察（管理） 81人

喀痰吸引 1,281人

計 1,362人
（実利用者数の5.7%）
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令和６年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等（詳細版）

【視点１】
障害福祉サービス等に係る予算額が、障害者自立支援法の施行時から４倍以上に増加し、特に令和６年度報酬改定後において総
費用額が＋12.1％の伸び（一人あたり総費用額：＋6.0％、利用者数：＋5.8％）となっている中で、持続可能な制度としていくための課
題及び対処方策

○共同生活援助（グループホーム）の総費用額の伸びについては、営利法人を中心と

する事業所数の増加の影響の検証が必要。

→地域移行の推進に向けて、①総量規制の検討は必要だが、そのことが障害者支

援施設からの移行に悪影響を及ぼさないように配慮すること、②グループホーム

における医療的ケア者・全身性障害者など最重度障害者の受入体制の整備 が

必要。

→グループホームのサービスの質評価を強化すべき。

出典： 財務省 財政制度等審議会財政制度分科会（令和7年11月11日開催） 資料３（資料の一部を抜粋・編集） 8



令和６年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等（詳細版）

【視点２】 令和６年度報酬改定後における経営・賃上げ等の状況

○ ８団体賃上げ調査結果・提言のとおり、全産業との賃金格差の拡大のなかで、人材を

確保し、質の高い支援を継続するため、経年の厳しい状況も踏まえ、処遇改善の抜

本的な拡充が必要。

出典： 障害福祉関係８団体「障害福祉現場の賃上げ状況調査 調査結果と提言･要望」（令和７年10月21日） 9



令和６年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等（詳細版）

【視点２】 令和６年度報酬改定後における経営・賃上げ等の状況

○障害者支援施設においては、とくに、夜勤をはじめとする変則勤務可能な人材の確保

や、食材料費・光熱水費等の高騰への対応が課題。

○人材確保のためにかかる新たな費用が増大している。

➢ 広報費、紹介料、外国人就労者の受け入れ費用（住まい、研修）など

出典： 障害福祉関係４団体「障害福祉現場における賃上げ・物価高騰・離職等の状況調査 調査結果と提言・要望」（令和７年５月15日） 10



令和６年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等（詳細版）

【視点３】 より質の高いサービスを提供していく上での課題及び対処方策・評価方法

○在り方検討会まとめを踏まえた取り組みの推進に向けて、必要な人材確保や運営が

可能となるよう、適切な報酬が担保されるべき。

○ とくに、日中活動の敷地外実施に向けては、夜間・早朝支援にかかる施設入所支援

の報酬水準の大幅な引上げが必要。

区分６ 区分５ 区分４ 区分３ 区分２以下

生活介護
（７時間以上
８時間未満）

1,078単位/日 797単位/日 547単位/日 488単位/日 442単位/日

施設入所支援 355単位/日 297単位/日 235単位/日 185単位/日 147単位/日

生活介護と施設入所支援の基本報酬単価 
（定員51人以上60人未満の場合）

平日は夜間・早朝を含む16時間、土日は24時間で3,550円～1,470円という報酬水準
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令和６年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等（詳細版）

【視点３】 より質の高いサービスを提供していく上での課題及び対処方策・評価方法

○テクノロジーの活用による業務効率化の推進に向けては、ランニングコストの評価や、

導入・運用にかかる個別の相談支援等が必要。

○会員施設・組織として、障害者支援施設における支援の質向上とケアコミュニティ実

現に向けて、引き続き不断の取り組みを図る。

➢ 虐待ゼロ・身体拘束廃止・権利擁護や意思決定支援の取り組み

➢ ケアのスキルアップや地域生活支援・地域連携に関する研修

➢ 身障協認定制度ＱＯＳの推進 など

個別支援の実現に向けた
ケアガイドライン

・全国身障協版のケアガイドライ
ンを作成

・毎年度、ケアガイドラインを活
用した研修会を開催

身障協版
障害者支援施設における
意思決定支援と
意思の反映ガイドライン

・本人主体の生活を目指した
意思決定支援について、基本
を踏まえることを目指して作
成

・支援のフロー図を掲載し現
場で活用
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令和６年度障害福祉サービス等報酬改定後の状況に関する意見等（詳細版）

【視点３】 より質の高いサービスを提供していく上での課題及び対処方策・評価方法

※令和９年度報酬改定に向けた課題は整理中

（参考）全国身体障害者施設協議会

「令和８年度障害保健福祉関係制度改善・予算要望」より抜粋

次期障害福祉サービス等報酬改定への要望

（１）夜間の看護が実施できる報酬の見直し

（２）医療的ケア者の評価

（３）施設入所者の生活介護事業で設定可能な報酬区分の見直し

（４）共同生活援助（グループホーム）での重度の身体障害者の支援体制強化

（５）食事提供体制加算の単価の見直しと恒久化

（６）生活介護事業等の支給決定日数・時間と報酬の見直し

（土日も生命維持支援を必要とする人のために支給日数の上限の見直し）

（７）送迎加算の要件の緩和等

（８）通所事業所での生活介護の入浴支援加算の拡充
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